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    川崎市住宅供給公社工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱 

 

                               平成２７年２月２６日 

 

  最終改正 令和４年９月１日 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市住宅供給公社契約規程（平成２３年規定第３号）第１７条の規定

に基づき、工事及び製造（物品の製造を除く。以下「工事等」という。）の請負契約に係る

最低制限価格の設定について、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象契約等） 

第２条 最低制限価格を設定する契約は、原則として地方公共団体の物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の規定に準ずる契約を除く工事等の

請負契約とする。ただし、予定価格（税込）が６億円以上の特殊な工事請負契約及び予定価

格（税込）が１００万円未満の工事請負契約については、最低制限価格を設定しないことが

できる。 

２ 最低制限価格設定案件の当否については、次の各号のとおり定めるものとする。 

（１）一般競争入札 川崎市住宅供給公社ホームページの「入札・契約情報ページ」（以下「

入札・契約情報ページ」という。）の入札公告ページにおいて公告する。 

（２）指名競争入札 指名通知書に記載する。 

３ 最低制限価格の設定額については、入札・契約情報ページの入札結果ページ等で公表する

ものとする。 

 （最低制限価格の算出方法） 

第３条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎とした設計書等に基づき、次の方法により算出

し、予定価格の１０分の８から１００分の９５の範囲内で設定するものとする。 

（１）「直接工事費の額に１００分の１００を乗じて得た額」、「共通仮設費の額に１０分の

９を乗じて得た額」、「現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額」及び「一般管理費

の額に１００分の６８を乗じて得た額」の合計額を工事価格で除した割合（以下「算出基

礎割合」という。）を算出し、当該算出基礎割合に対し任意に若干の補正を行った後、予

定価格に補正後の割合を乗じて得た額（１０，０００円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。）とする。ただし、算出基礎割合が１００分の９５を超える場

合にあっては、当該算出基礎割合を１００分の９５とし、算出基礎割合が１０分の８に満

たない場合にあっては、当該算出基礎割合を１０分の８とする。 

（２）工事等の性質上、前号の規定により難いものについては、同号の規定にかかわらず、予

定価格の１０分の８から１００分の９５の範囲内で適宜設定するものとする。 

 （その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の取扱いに関し必要な事項は、理事長が

別に定めるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 
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 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

 


